
亀岡市バレーボール協会会則

改正　昭和５２年４月１６日
　　　昭和５３年４月１１日
　　　昭和５６年４月２３日
　　　平成　元年４月　５日
　　　平成　３年３月２２日
　　　平成１１年３月２０日
　　　平成１３年３月　４日

平成１５年3月　９日
  平成１８年３月１８日

第１章  総　則

　（名称）
第１条  本会は、亀岡市バレーボール協会と称する。
　
（目的）
第2条　本会は、亀岡市内におけるバレーボール競技の普及発展と組織団体相
互の親睦、連絡、協調並びに技術の向上を図ることを目的とする。

　（組織）
第３条　本会は、亀岡市内の実業団、一般社会人、家庭婦人、各地域のバレー
ボールチーム及び亀岡市を主な活動拠点として、市内に在住在勤の者を主体
に構成するバレーボールチームをもって組織する。

　（事務局）
第４条  本会の事務局は、事務局長宅におく。

　第２章　事業

　（事業年度）
第５条　本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ
る。

　（事業）
第６条  本会は第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)  バレーボール競技大会の開催及び主管並びに後援



(2)  バレーボールに関する競技規則、審判に関する研修
　(3)　バレーボールに関する講習会の開催
　(4)　バレーボール競技の育成強化に関する事業
　(5)　その多目的達成に必要な一切の事業

第３章　役員

（役員）
第７条  本会に次の役員を置く。
  (1)　 会　　　長    　１名
  (2)　 副　会　長    　若干名
  (3)　 理　事　長    　１名
  (4)　 副理事長　　　　若干名
  (5)　 常任理事    　　若干名
  (6)　 理　　　事    　若干名
  (7)　 監　　　事    　２名
  (8)　 事務局長    　　１名
  (9)　 事務局次長    　１名
  (10)　会　計    　　　１名
２　前項の役員の他に名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
　
（役員の任期）
第８条　役員の任期は2年とし、再任は妨げない。欠員が生じた時は速やかに
その補充をする。この場合の任期は前任者の残任期間とする。なお、新任者
が決定するまでの間は、前任者がその任にあたるものとする。
　　ただし、名誉会長、顧問、参与の任期は、これを定めない。

（会長、副会長、名誉会長、顧問、参与の選出等）
第９条  会長、副会長は、理事会で選出する。
２　名誉会長、顧問、参与は、常任理事会で推薦し理事会の承認を得て会長が
委嘱する。
　
（会長、副会長、名誉会長、顧問、参与の職務）
第10条　会長は、本会を代表し会務を統括する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。



３　名誉会長、顧問は、会長の諮問に応じる。
４　参与は、理事会の諮問に応じ、本会の発展に協力するものとする。

（理事の委嘱）
第11条　理事は、登録チームの構成員及び本会の運営に適切な経験者の中か
ら、
常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。

（理事長、副理事長の選出及び職務）
第12条　理事長、副理事長は、理事会で選出する。理事長は本会の常務を統括
し、副理事長はこれを補佐する。

（常任理事の選出）
第13条  常任理事は、理事の中から若干名を選出し、本会の常務を執行する。
（事務局長、事務局次長、会計）
第14条  事務局長、事務局次長、会計は、理事会で選出し、本会の庶務会計を
つかさどる。

  
（監事）
第15条  監事は、登録者の中から選出し、会計を監査する。
  

第４章　会議

（理事会）
第16条　理事会は、会長、副会長、理事で構成し、本会の重要方針を協議決定
するため会長が招集する。
２　理事会は、理事の２分の１以上の出席をもって成立する。

（常任理事会）
第17条　常任理事会は、会長、副会長、常任理事で構成し、本会の常務を執行
するため会長が招集する。
２　常任理事会は、常任理事の２分の１以上の出席をもって成立する。
　
（代表者会議）
第18条　本会の円滑な運営を図るため、適宜登録チーム代表者会議を開催す
る。



第５章  専門委員会

（専門部）
第19条  本会は、次の専門委員会を置く。各理事は、いずれかの専門部に所属
する。
　　○総　務　委員会　　　若干名
　　○競　技　委員会　　　若干名
　　○審　判　委員会　　　若干名
　　○強　化　委員会　　　若干名

○指導普及委員会　　　若干名
　　○家庭婦人委員会　　　若干名
　　○ソフトバレー委員会　　　若干名

第６章　登録

（加盟）
第20条  本会に加盟しようとするものは登録しなければならない。
　

（二重登録）
第21条　本会の登録に際し、異種別の２チーム以上にわたり重複登録すること
ができる。ただし、重複登録選手については、同一大会における重複エント
リーは認めないものとする。
　

第７章　会計

（経費）
第22条　本会の経費は、各チームの登録料、大会参加料、補助金、寄付金と雑
収入をもってこれに充てる。
　
（会計年度）
第23条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まって翌年３月31日に終わる。
　
（予算、決算）
第24条  本会の予算、決算は、理事会の承認を得なければならない。
　



附　則
　１　本会の会則変更は、理事会で３分の２以上の同意を必要とする。
　２　本会則は、昭和３７年５月１日より施行する。


